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ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

PCB廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組
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高濃度PCB廃棄物処理事業の進捗状況
• PCBを使用した高圧の変圧器、コンデンサー等は、約39万台が国内で使用された。このうち約1.1万台は平成10
年までに紛失したとされる。

• JESCOには、平成31年３月時点で、変圧器約1.7万台、コンデンサー約35.5万台の計約37.2万台が、処理対象と
して登録されており、このうち変圧器約1.5万台、コンデンサー約32.2万台の計約33.7万台を処理した。登録台
数に対する処理の進捗率（全国平均）は、変圧器92%、コンデンサー91%である。

• 安定器・汚染物等については、約1.7万トンが登録されており、このうち約１万トンを処理した。登録量に対する処
理の進捗率（全国平均）は60%である。
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登録 37.2万台
高圧変圧器、
コンデンサー等

1



• PCB廃棄物等の掘り起こし調査に際して、相談窓口の設置、専門家の現場派遣を実施。
（受託機関：公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団）

都道府県市による掘り起こし調査の支援

・PCB 廃棄物に関する日常の問合せ等への対応
・自治体関係者や一般事業者等からの相談を受付
・PCB 廃棄物に関する日常の問合せ等への対応
・自治体関係者や一般事業者等からの相談を受付

（１）PCB全般に関する
相談窓口の設置

（１）PCB全般に関する
相談窓口の設置

・調査票の記入方法等に関する問合せ等への対応・調査票の記入方法等に関する問合せ等への対応
（２）掘り起こし調査の
相談窓口の設置

（２）掘り起こし調査の
相談窓口の設置

・自治体施設の現地調査や事業者への立入検査へ同行
・PCB含有の電気工作物の見分け方の説明、助言
安定器の設置場所、見分け方の説明、助言、調査の実演

・自治体施設の現地調査や事業者への立入検査へ同行
・PCB含有の電気工作物の見分け方の説明、助言
安定器の設置場所、見分け方の説明、助言、調査の実演

（３）現地調査及び立入
検査の支援

（３）現地調査及び立入
検査の支援

・保健所、施設課、学校教育課等の職員を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

・保健所、施設課、学校教育課等の職員を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

（４）自治体担当者向
け説明会

（４）自治体担当者向
け説明会

・一般事業者、保管事業者を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

・一般事業者、保管事業者を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

（５）事業者向け説明
会

（５）事業者向け説明
会
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PCB廃棄物等の適正処理を促進する周知、広報
（１） テレビＣＭによる全国的な広報（１） テレビＣＭによる全国的な広報
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① PCB使用変圧器・コンデンサーの適正処理を促す内容（北九州事業地域以外）① PCB使用変圧器・コンデンサーの適正処理を促す内容（北九州事業地域以外）

②照明器具のPCB使用安定器の適正処理を促す内容②照明器具のPCB使用安定器の適正処理を促す内容

・令和２年１～２月の間に全国各地で約２週間ずつ放映。（大阪事業地域では１月１日～13日に放映。）・令和２年１～２月の間に全国各地で約２週間ずつ放映。（大阪事業地域では１月１日～13日に放映。）

（２）地方紙等による特定地域への集中的な広報（２）地方紙等による特定地域への集中的な広報

・大阪事業地域では、令和２年３月に新聞広告を実施予定。・大阪事業地域では、令和２年３月に新聞広告を実施予定。



焼却により安全
に処理できるこ
とを確認

焼却により安全
に処理できるこ
とを確認

環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について

変圧器・コン
デンサー等
変圧器・コン
デンサー等

照明器具
安定器
照明器具
安定器

汚染物
（PCB濃度
0.5%超）

汚染物
（PCB濃度
0.5%超）

環境大臣の無害化処
理認定施設・県の許
可施設（計24施設）で
焼却処理

環境大臣の無害化処
理認定施設・県の許
可施設（計24施設）で
焼却処理

汚染物、
処理物
（PCB濃度
0.5%以下）

汚染物、
処理物
（PCB濃度
0.5%以下）

環境大臣の無害化処
理認定施設・県市の
許可施設（計38事業
者）で焼却/洗浄処理

環境大臣の無害化処
理認定施設・県市の
許可施設（計38事業
者）で焼却/洗浄処理

微量PCB汚
染廃電気機

器

微量PCB汚
染廃電気機

器

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ

・現在、PCB含有塗膜の調査を進めており、
今後、処理対象物の量が増加する可能性。

・最近、PCB含有感圧複写紙や汚泥の存在
が新たに発覚した事例有。

・現在、PCB含有塗膜の調査を進めており、
今後、処理対象物の量が増加する可能性。

・最近、PCB含有感圧複写紙や汚泥の存在
が新たに発覚した事例有。

・過去の実証試験でPCB濃度0.5%程度まで
の試料を用いていたため、0.5%以下を処理
対象に設定。

・過去の実証試験でPCB濃度0.5%程度まで
の試料を用いていたため、0.5%以下を処理
対象に設定。

JESCO処理施設（５
施設）で化学処理
JESCO処理施設（５
施設）で化学処理

廃棄物の種類廃棄物の種類 現状の処理体制現状の処理体制 課題課題

・掘り起こし調査の進捗等により、処理対象
物の量が増加中。

→処理促進策を講じている

・掘り起こし調査の進捗等により、処理対象
物の量が増加中。

→処理促進策を講じている

JESCO処理施設（５施
設）で化学処理
JESCO処理施設（５施
設）で化学処理

JESCO処理施設（２施
設）でプラズマ溶融処
理

JESCO処理施設（２施
設）でプラズマ溶融処
理

JESCO処理施設（２施
設）でプラズマ溶融処
理

JESCO処理施設（２施
設）でプラズマ溶融処
理

蛍光灯安定器

高圧変圧器 高圧コンデンサー

柱上変圧器

可燃物は処理に時間
を要する等の課題

各施設の立地自治体との約束の
期限までに処理を完了する必要。

・焼却処理能力は年々向上
・処理量も加速度的に増加
・焼却処理の実績が蓄積

○ 塗膜、感圧複写紙、汚泥等のPCB汚染物（PCB濃度 0.5%～10％）の処理体制の構築のため、
環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象を拡大する制度改正を行った。

感圧複写紙塗膜

850℃以上で
焼却処理

可燃性の汚染
物の処理対象を
PCB濃度10%ま
で拡大

可燃性の汚染
物の処理対象を
PCB濃度10%ま
で拡大

濃度10%まで
1,100℃以上で
焼却実証試験
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